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古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。
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10月から

　
地
域
セ
ン
タ
ー
の
集
会
室
等
の
利
用
申
し
込
み
は
、こ
れ
ま
で
地
域
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
の
み
で
受
け

付
け
て
い
ま
し
た
が
、

10月

1日

か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
申
し
込
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
葬
儀
で
集
会
室
を
利
用
す
る
場
合
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
申
し
込
め
ま
せ
ん
。
ま
た
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
し
込
み
が
で
き
な
い
集
会
室
も
あ
り
ま
す
。
利
用
方
法
等
詳
し
く
は
、

9月
下
旬

か
ら
各
地
域
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る
利
用
の
ご
案
内
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
四
谷
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１
、
戸
塚

（
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２
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）
８
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１
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落
合
第
一

（
３
９
５
１
）
９
１
９
６
、
落
合
第
二

（
３
９
５
１
）
９
１
７
７
、
柏
木


（
３
３
６
３
）３
６
４
１
、
角
筈
（
３
３
７
７
）４
３
８
１
の
特
別
出
張
所
へ
。

★
★

★

★
★
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対象事業 要件 申請・問合せ

保育園の保育料

婚姻歴のない

ひとり親で

児童扶養手当

を受給してい

る方

保育課入園係(本庁舎2階)
(5273)4527

区立子ども園の入園料・保育

料、私立認定こども園の長時

間保育の保育料

子ども園推進課子ども園係

(本庁舎2階)(5273)4047

学童クラブ利用料
子ども総合センター児童館運営係

（新宿7―3―29）(5273)4544

区立幼稚園の入園料・保育料

学校運営課保健給食・幼稚園係

(第1分庁舎4階)(5273)3103

私立幼稚園の入園料補助金・

保育料補助金(私立認定こど
も園の短時間保育を含む)
※補助金について詳しくは、

5面でご案内しています。

区立住宅使用料

（区営住宅、区民住宅、事業住

宅、特定住宅）

扶養している

20歳未満の子
と同居している

婚姻歴のない

ひとり親世帯

住宅課区立住宅管理係

(本庁舎7階)(5273)3787

　
成
年
女
子
の
競
技
が

10月

3日

～

6日

、
新
宿
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
大
久
保

3―

5―

1）
で
行
わ
れ
ま

す
。
記
念
グ
ッ
ズ
や
飲
料
の

無
料
配
布
も
あ
り
ま
す
。
競

技
開
始
の
時
間
等
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。入
場
無
料
。

新
宿
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

の
休

館

　
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
競
技
開
催

の
た
め
、

9月

30日

～

10

月

7日

は
全
館
休
館
し

ま
す
。

プ
ー
ル
は
改
修
工
事
の
た

め
、

10月

20日

ま
で
休
み

ま
す
。

【
問
合
せ
】
生
涯
学
習
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
課
生
涯
学
習
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

4
3
5
8へ

。

平成25年 第3回区議会定例会
期日 開会時間 会議・委員会の名称

9月19日 午前10時 本会議（代表質問）

9月20日 午前10時 本会議（代表質問・一般質問）

9月24日～
10月4日

（土・日曜日を除く）
午前10時

決算特別委員会（平成24年度各会計
決算審査）

10月8日・9日 午前10時
常任委員会（総務区民・福祉健康・
環境建設・文教子ども家庭）

10月10日 午前10時
特別委員会（防災等安全対策、自治・
地方分権）

10月11日 午前10時 特別委員会（議会・行財政改革）

10月16日 午後2時 本会議（議案、意見書・決議等の採決）

◎本会議・委員会は傍聴できます。手話通訳者または要約筆記者の

配置もできます。本会議と決算特別委員会の様子は区議会ホームペ

ージ（http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index08.html）で
ご覧いただけます。日程は変更になることがあります。詳しくは、お

問い合わせください。

【問合せ】区議会事務局調査管理係（本庁舎5階）（5273）3534・

（3209）9995へ。

　今回の定例会で審議する主な議案

◎予算案　平成25年度新宿区一般会計補正予算（第5号）
◎決算認定　平成24年度新宿区一般会計歳入歳出決算
◎条例案　新宿区特別区税条例の一部を改正する条例、新宿区保健

センター設置に関する条例の一部を改正する条例

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505・（3209）9947へ。

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
う
ち
、
配
偶
者

と
死
別
・
離
婚
し
た
場
合
は
、
税
制
上

の
寡
婦（
寡
夫
）
控
除
や
非
課
税
の
措

置
が
あ
り
ま
す
が
、
婚
姻
歴
の
な
い

場
合
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

区
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
へ
の
対

応
と
い
う
観
点
か
ら
、
婚
姻
歴
の
な

い
ひ
と
り
親
家
庭
の
保
育
料
や
区
立

住
宅
使
用
料
な
ど
に
つ
い
て
、
寡
婦

（
寡
夫
）控
除
等
が
適
用
さ
れ
た
も
の

と
み
な
し
、負
担
軽
減
を
図
り
ま
す
。

【
実
施
日
】

10月

1日

か
ら

【
対
象
事
業
・
申
請
先
】
下
表
の
と
お

り※
み
な
し
適
用
を
受
け
る
に
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。

※
寡
婦（
寡
夫
）
控
除
等
の
み
な
し
適

用
を
実
施
し
て
も
、
負
担
す
る
金
額

等
が
変
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。詳
し
く
は
、
各
申
請
先
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
開
設
場
所
】
区
役
所
本
庁
舎

1階

（
国
民
健
康
保
険
・
区
税
証
明
は

1階

に
臨
時
窓
口
を
設
置
）。

※
来
庁
の
際
は
、
本
庁
舎

1階
の
出

入
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

　
取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
）等
が
な
い
と
、
届
け

出
や
証
明
書
等
の
交
付
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。事
前
に
必
ず
担
当

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な
手
続

き
な
ど
は
、
取
り
扱
え
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更

の
届
け
出
（
前
住
所
地
の
区
市
町
村

に
確
認
が
必
要
な
場
合
は
手
続
き

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
外

か
ら
の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ

ん
）
、
▼
外
国
人
住
民
の
住
居
地
届

（
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者

証
明
書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替

え
る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明

書
）
が
必
要
）
、
▼
住
民
票
の
写
し
、

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
の
交
付

（
請
求
で
き
る
の
は
、
ご
本
人
か
同

一
世
帯
の
家
族
の
み
。
広
域
交
付

住
民
票
の
写
し
は
発
行
で
き
ま
せ

ん
）
、
▼
不
在
住
証
明
書
の
交
付
、

▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃
止
の
届
け

出
、
▼
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

（
印
鑑
登
録
証
（
カ
ー
ド
）
が
必

要
）
、
▼
自
動
交
付
機
の
利
用
登
録

申
請
、
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付
、
▼
特
別
永
住
者
に
関

す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係

（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6

0
1へ

。

　
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の
内

容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に
行
い
ま

す
）、
▼
火
葬
・
改
葬
許
可
証
、
区
民
葬

儀
券
の
交
付
、
▼
戸
籍
・
除
籍
・
改
製

原
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
・
除
籍
全
部

（
個
人
）
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票

の
写
し
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、

そ
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
と
そ

の
配
偶
者
、
直
系
血
族
（
関
係
が
確
認

で
き
る
書
類
が
必
要
）
の
み
）、
▼
身

分
証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の
交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本

庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0

9へ
。

　
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等
資
格

喪
失
証
明
書
が
必
要
。
扶
養
家
族
が

い
な
い
と
き
は
退
職
証
明
書
で
も
代

用
可
）
、
▼
資
格
の
喪
失
（
職
場
の
健

康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
ま

た
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ

ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の
方
は
外

国
人
登
録
証
明
書
）
と
パ
ス
ポ
ー
ト

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資

格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税
情
報
が
あ

る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係
（
本

庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3

9へ
。

第第44日日曜曜日日のの

区区役役所所本本庁庁舎舎窓窓口口開開設設
99月月はは
2222日日

婚婚
姻姻
歴歴
のの
なな
いい
ひひ
とと
りり
親親
家家
庭庭
のの
方方
へへ

ハハンンドドボボーールル競競技技にに

ごご来来場場くくだだささいい
第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会

1100月月かからら
寡寡

婦婦
（（

寡寡
夫夫

））
控控

除除
等等

のの

みみ
なな

しし
適適

用用
をを

実実
施施

しし
まま

すす

大会マスコット
キャラクター
ゆりーと

保
育
料
や
区
立
住
宅
使
用
料
等
の
減
額
申
請
が
で
き
ま
す

　
登
録
団
体
の
利
用

　

団
体
登
録
証
が

　
変
わ
り
ま
す

　

10月
か
ら
、
登
録
団
体
の
現

在
の
登
録
番
号
が

8桁
に
変

わ
り
ま
す
。
新
し
い
登
録
番
号

は

10か
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー

共
通
と
な
り
、
全
て
の
地
域
セ

ン
タ
ー
で
同
じ
登
録
番
号
を

使
っ
て
集
会
室
等
の
利
用
を

申
し
込
め
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
新
し
い
団
体
登
録
証
は
、

9月
初
旬
か
ら
お
渡
し
し
て

い
ま
す
。

　

一
斉
受
け
付
け
と

　
申
し
込
み
開
始
日

　
毎
月
第

1土
曜
日
（

1月
は

第

2土
曜
日
）
に
行
っ
て
い
る

登
録
団
体
の
翌
々
月
分
の
一
斉

受
け
付
け
は
、
こ
れ
ま
で
通
り

行
い
ま
す
。

翌
々
月
分
の
集
会
室
等
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
し
込
み

は
、
一
斉
受
付
日
の
翌
日
午
前

9時
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

…

12月
分
の
一
斉
受
け
付
け

は

10月

5日

で
す
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
し
込
み
は
、

10月

6日

午
前

9時
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。

　
一
般
利
用

　
集
会
室
等
の
申
し
込
み
開
始

日
は
、地
域
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で

は
、
利
用
月
の
前
月
の

10日
か

ら
（
休
館
日
の
場
合
は
翌
日
か

ら
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、

窓
口
で
の
受
付
開
始
日
の
翌
日

の
午
前

9時
か
ら
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込

む
場
合
は
、
事
前
に
地
域
セ
ン

タ
ー
窓
口
で
の
利
用
者
登
録
が

必
要
で
す
。
こ
の
登
録
は

10か

所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
共
通
の
登

録
と
な
り
、
全
て
の
地
域
セ
ン

タ
ー
で
利
用
を
申
し
込
め
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

登
録
団
体
・
一
般
利
用
共
通

　

利
用
変
更
と
取
り
消
し

　
利
用
日
時
や
集
会
室
等
の
変

更
・
取
り
消
し
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
利
用

す
る
集
会
室
等
の
あ
る
地
域
セ

ン
タ
ー
の
窓
口
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

（例）

地地域域セセンンタターー集集会会室室等等のの利利用用がが
イインンタターーネネッットトででもも申申しし込込めめるるよよううににななりりまますす
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